
新規社会福祉法人設立・施設整備等スケジュール概要

年

月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

法 人 関 係

入札・工事・検査等

審 査 会

注）１：日程については、概要であるので個々の期限等には変更あり。
　　２：農地転用、建築確認等の諸手続き等については、上記のスケジュールに間に合うようにする必要あり。

法人設立・施設整備　前年 法人設立・施設整備年 事業開始年

○担当課⇒事 
・法人認可 

○事 

・法人登記 

・財産（土地・資金）移転 

○事 
・建築確認申請 

○事⇒担当課 
事前協議書提出 
（施設整備を伴う場
合、施設整備の着
手前までに提出） 

○事⇔担当課 

事前相談 

○法人審査会 

○事 

「定款」、各種規程等の作成 

○担当課 

内容の確認、協議 

○補助金内示 

○事⇒担当課 
・法人認可申請 

※既存法人のみ 

○事⇒担当課 

・定款変更 
（土地基本財産増・事業内容追加） 

○事 
・入札 

○事⇔施行業者 

・工事契約、着工 

○事⇔施行業者 

・工事完了 

○市⇒事 
・完了検査 

○事⇒市 
・財産移転完了報告 

○事⇒市 
・定款変更（建物基本財産増） 


